
第2回

講師： 高頭 晃紀

（日本ケアコミュニケーションズ チーフコンサルタント）

（ 令和 3年 1月 1 8日介護給付費分科会より ）

基本報酬と加算、運営基準改定のポイント

ココがこうなる！

令和3年度介護報酬改定

【特定施設編】



⚫ 基本報酬は、微増

⚫ 運営の手間が増える（事業継続計画や認知症、虐待の研修など）

⚫ 4月からでなくとも、科学的介護推進体制加算40単位は、視野に入れたほう
が良い

ココがポイント



① １（ １ ）①感染症対策の強化★

② １（ １ ）②業務継続に向けた取組の強化★

③ ３（２ ）①CHASE ・V IS I T情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進★

④ ４（ １ ）⑥人員配置基準における両立支援への配慮★

⑤ ４（ １ ）⑦ハラスメント対策の強化★

⑥ ４（２ ）④会議や多職種連携における I CTの活用★

⑦ ４（３ ）①利用者への説明・同意等に係る見直し★

⑧ ４（３ ）②員数の記載や変更届出の明確化★

⑨ ４（３ ）③記録の保存等に係る見直し★

⑩ ４（３ ）④運営規程等の掲示に係る見直し★

⑪ ６②高齢者虐待防止の推進★

⑫ ６④地域区分★

全サービス共通 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



○ 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護基本報酬

○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

① １（１ ）③災害への地域と連携した対応の強化★

② ２（１ ）①認知症専門ケア加算等の見直し★

③ ２（１ ）②認知症に係る取組の情報公表の推進★

④ ２（１ ）④認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★

⑤ ２（２）①看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実

⑥ ２（２）⑤介護付きホームにおける看取りへの対応の充実

⑦ ２（７）⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の
確保★

改定事項 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



⑧ ３（ １ ）①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★

⑨ ３（ １ ）⑧生活機能向上連携加算の見直し★

⑩ ３（ １ ）⑫介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直し★

⑪ ３（ １ ）⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実★

⑫ ３（２ ）④ADL維持等加算の見直し

⑬ ４（ １ ）①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★

⑭ ４（ １ ）②介護職員等特定処遇改善加算の見直し★

⑮ ４（ １ ）③サービス提供体制強化加算の見直し★

⑯ ４（ １ ）⑤介護付きホームの入居継続支援加算の見直し

⑰ ４（２ ）③テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進★

⑱ ５（ １ ）⑩介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止★

改定事項 （ 項 番 は 「 令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に お け る 改 定 事 項 に つ い て 」 よ り ）



◆ １～３単位程度アップ

基本報酬



⚫ 死亡日以前３１～４５日以
下 72単位 /日が新設

⚫ 看取り介護加算Ⅱが新設
（夜勤または宿直による看護
職員の配置）

２ ． （ ２ ） ⑤ 介護付きホームにおける看取りへの対応の充実



３ ． （ １ ） ① リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ・ 機 能 訓 練 、 口 腔 、 栄 養 の 取 組 の 一 体 的 な 推 進



○ 生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である
外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する
介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。

ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上連携
加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション

専門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について
評価する区分を新たに設ける。【告示改正】

３ ． （ １ ）⑧ 生活機能向上連携加算の見直し①



⚫ L I FEへのデータ提出
とフィードバック

３ ． （ １ ） ⑫ 介 護 付 き ホ ー ム に お け る 個 別 機 能 訓 練 加 算 の 見 直 し



⚫ スクリーニングは資
格不問

３ ． （ １ ） ⑰ 通 所 系 サ ー ビ ス 等 に お け る 口 腔 機 能 向 上 の 取 組 の 充 実



⚫ L I FEの活用

３ ． （ ２ ） ① C H A S E ・ V I S I T 情 報 の 収 集 ・ 活 用 と P D C A サ イ ク ル の 推 進 ①



⚫ 通所系・居住系・多機能系サービス

ア 科学的介護推進体制加算40単位（新設）

３ ． （ ２ ） ① C H A S E ・ V I S I T 情 報 の 収 集 ・ 活 用 と P D C A サ イ ク ル の 推 進 ②



３． （２ ）④ ADL維持等加算の見直し①



３． （２ ）④ ADL維持等加算の見直し②



Ⅰ→22単位 /回（日）

以下のいずれかに該当すること。

①介護福祉士70%以上

②勤続 10年以上介護福祉士25％以上

Ⅱ→１８単位 /回（日）

介護福祉士60%以上

Ⅲ→6単位 /回（日）

以下のいずれかに該当すること。

① 介護福祉士50%以上

② 常勤職員75%以上

③ 勤続7年以上30%以上

４ ． （ １ ）③ サービス提供体制強化加算の見直し



⚫ 利用者要件が緩和
されたⅡを新設

４ ． （ １ ） ⑤ 介護付きホームの入居継続支援加算の見直し



⚫ ICT等の要件を満たせ
ば、入居継続支援加算
の介護福祉士要件を７：
１に緩和

４ ． （ ２ ） ③ テ ク ノ ロ ジ ー の 活 用 に よ る サ ー ビ ス の 質 の 向 上 や 業 務 効 率 化 の 推 進



⚫ 基本報酬は、微増

⚫ 運営の手間が増える（事業継続計画や認知症、虐待の研修など）

⚫ 4月からでなくとも、科学的介護推進体制加算40単位は、視野に入れたほう
が良い

まとめ



ご視聴ありがとうございました！


